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規　則

※福井県障がい者介護給付費等不服審査会規則の一部を改正する規則（２８・障が
い福祉課）

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を
改正する規則（２９・同）

※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正（３０・同）
※児童福祉法施行細則の一部を改正する規則（３１・同）
※医療法施行細則の一部改正（３２・地域医療課）
※福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則および福井県薬剤師確保修学

資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則（３３・医薬食品・衛生課）
※福井県営住宅条例施行規則の一部改正（３４・建築住宅課）

訓　令

※副部長の掌理する事務を定める規程（７・人事課）
※辞令の特例に関する訓令（８・同）
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福井県障がい者介護給付費等不服審査会規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年４月１日 

 福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第２８号 

福井県障がい者介護給付費等不服審査会規則の一部を改正する規則 

福井県障がい者介護給付費等不服審査会規則（平成１８年福井県規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（合議体） 

第３条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（

平成１８年政令第１０号）第５８条第１項に規定する合議体は、委員５人をも

って構成する。 

（合議体） 

第３条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（

平成１８年政令第１０号）第４８条第１項に規定する合議体は、委員５人をも

って構成する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

規　　　　　則

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年４月１日 

 福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第２９号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成１８年福井県規則第４１号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号および様式第２号を次のように改める。 

　───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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(備考)

1

2

3

4

5 「事業の開始予定年月日」欄については、更新の場合にあっては、現に受けている指定の有効期間満了日を記載してくださ
い。

本申請書の表題は、指定の更新の申請の際には「指定更新申請書」に、指定の変更の申請の際には「指定変更申請書」に
変更して使用してください。

「法人等の種類」欄には、「社会福祉法人(社協以外)」、「社会福祉法人(社協)」、「医療法人」、「社団・財団」、「営利法人」、
「非営利法人(ＮＰＯ)」、「農協」、「生協」、「その他法人」、「地方公共団体(都道府県)」、「地方公共団体(市町村)」、「地方公共
団体(広域連合・一部事務組合等)」、「非法人」、「その他」のいずれかを記入してください。

「同一所在地において行う事業等の種類」欄には、今回申請をする事業及び既に指定を受けている事業のそれぞれに「○」を
記載してください。

「【既に指定を受けている場合】事業所番号」欄には、申請を行う都道府県等において既に事業所としての指定を受け、番号
が付番されている場合に、その事業所番号を記載してください。

様式第１号（第２条関係）

申請書

年 月 日

知事　様

所在地

申請者 名　称

代表者

表題の事業所・施設に係る指定/指定の更新/指定の変更を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

(郵便番号 - ）

電話番号

法人等の種類

フリガナ

氏名

(郵便番号 - ）

(郵便番号 - ）

共生型サービス
の指定を申請す
るものに○

居宅訪問型児童発達支援 付表１７

指定障害
児通所支
援事業所

付表１６

放課後等デイサービス

児童発達支援

指定障害児相談支援事業所 付表１５

【既に指定を受けている場合】事業所番号

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

指定障害児入所施設 付表１９/２０

付表１６

保育所等訪問支援 付表１８

付表１４

指定特定相談支援事業所 付表１５

指定一般
相談支援
事業所

地域移行支援 付表１４

地域定着支援

共同生活援助 付表１２

指定障害者支援施設(施設入所支援) 付表１３

就労定着支援 付表１０

自立生活援助 付表１１

就労継続支援Ａ型 付表９

就労継続支援Ｂ型 付表９

就労選択支援 付表７

就労移行支援 付表８

自立訓練(機能訓練) 付表６

自立訓練(生活訓練) 付表６

短期入所 付表４

重度障害者等包括支援 付表５

付表１

療養介護 付表２

生活介護 付表３

付表１

重度訪問介護 付表１

同一所在地において
行う事業等の種類

今回の指定(更新・変更)
申請をする対象事業等に

○

既に指定を受けて
いる事業に○

事業の開始予定年月日
本申請書に添付
して提出する様式

(付表)

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

居宅介護

同行援護 付表１

行動援護

事業所(施設)の所在
地

多機能型事業所に係る指定の申請の場合は○

代表者の住所

フリガナ

名称

法人番号(13桁)

申
請
者

(

設
置
者

)

フリガナ

名称

代表者の職名・氏
名・生年月日

職名
生年
月日

主たる事務所の所在
地

連絡先
　　　　　　　　(内線)

E-mailアドレス

指定障害福祉サービス事業所/指定障害者支援施設

指定障害児通所支援事業所/指定障害児入所施設

指定特定相談支援事業所/指定一般相談支援事業所/指定障害児相談支援事業所

指定

福井県
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様式第２号（第３条関係）

変更届出書

年 月 日

福井県 知事　様

申請者

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。

指定障害福祉サービス事業所等の指定に係る事項の変更の届出先（以下「指定権者」という。）と指定障害福祉サービス

事業所等の業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出先（以下「監督権者」という。）が同一の自治体であり、かつ、

変更事項が「事業所（施設）の所在地」又は「申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」の場合であって、同事項

に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、監督権者への変更の届出又は届出書への記載については、指定権者

への変更の届出があったことをもって省略させることができることとされているので、その場合には左のチェックボックス（□）

に✓を付してください。なお、当該変更届出を受理した指定権者は、当該変更届出の写しを監督権者へ回付してください。

年 月 日

(備考) 1 変更届の提出に際しては、必要書類を添付してください。

2 「変更があった事項」の「変更の内容」は、変更前と変更後の内容が具体的に分かるように記入してください。

提供する障害福祉サービス等の種類

その他

第三者委託により提供する障害福祉サービス等の種類等

事業実施形態（事業所の種別等）

従業者の勤務の体制及び勤務形態

運営規程

協力医療機関・協力歯科医療機関の名称・診療科名・契約内容

提携就労支援機関の名称

事業所（施設）の構造概要・平面図・設備の概要

利用者又は入所者の定員 （変更後）

管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

障害児対象事業の該当有無

利用する障害児の推定数

サービス管理（提供）責任者又は児童発達支援管理責任者の氏
名、生年月日、住所及び経歴

指定地域相談支援の提供に当たる者又は相談支援専門員の氏
名、生年月日、住所及び経歴

申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

登記事項証明書又は条例等（当該事業に関するものに限る。）

共生型サービスの該当有無

法人等の種類

変更があった事項（該当に○） 変更の内容

事業所（施設）の名称 （変更前）

事業所（施設）の所在地

事業所（施設）の連絡先（電話番号）

申請者の名称

申請者の主たる事務所の所在地

サービスの種類

変更年月日

法人番号(13桁)

事業所番号

指定を受けた内容を変更した事業所又は施設

名称

所在地

所在地

名称

代表者氏名　

指定障害福祉サービス事業所/指定障害者支援施設

指定障害児通所支援事業所/指定障害児入所施設

指定特定相談支援事業所/指定一般相談支援事業所/指定障害児相談支援事業所
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  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができ

る。 

　──────────────────────────────────────
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則を公布する。
　　令和８年４月１日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
福井県規則第３０号
　　　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則
　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和４２年福井県規則第７号）の
一部を次のように改正する。
　様式第８号から様式第１１号までの規定中「厚生労働大臣」を「福井県知事」に改める。
　　　附　則
この規則は、令和８年４月１日から施行する。

令和８年４月１日（水）　　福 井 県 報 号 外 第 38 号5



児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年４月１日 

福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第３１号 

児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

児童福祉法施行細則（昭和２３年福井県規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

様式第９号および様式第１０号を次のように改める。 

  附 則 

　───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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様式第９号（第１４条の２関係）

申請書

年 月 日

知事　様

所在地

申請者 名　称

代表者

表題の事業所・施設に係る指定/指定の更新/指定の変更を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

(郵便番号 - ）

電話番号

法人等の種類

フリガナ

氏名

(郵便番号 - ）

(郵便番号 - ）

共生型サービス
の指定を申請す
るものに○

指定障害福祉サービス事業所/指定障害者支援施設

指定障害児通所支援事業所/指定障害児入所施設

指定特定相談支援事業所/指定一般相談支援事業所/指定障害児相談支援事業所

指定

福井県

法人番号(13桁)

申
請
者

(

設
置
者

)

フリガナ

名称

代表者の職名・氏
名・生年月日

職名
生年
月日

主たる事務所の所在
地

連絡先
　　　　　　　　(内線)

E-mailアドレス

事業所(施設)の所在
地

多機能型事業所に係る指定の申請の場合は○

代表者の住所

フリガナ

名称

付表１

重度訪問介護 付表１

同一所在地において
行う事業等の種類

今回の指定(更新・変更)
申請をする対象事業等に

○

既に指定を受けて
いる事業に○

事業の開始予定年月日
本申請書に添付し
て提出する様式

(付表)

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

居宅介護

同行援護 付表１

行動援護 付表１

療養介護 付表２

生活介護 付表３

短期入所 付表４

重度障害者等包括支援 付表５

自立訓練(機能訓練) 付表６

自立訓練(生活訓練) 付表６

就労選択支援 付表７

就労移行支援 付表８

就労継続支援Ａ型 付表９

就労継続支援Ｂ型 付表９

就労定着支援 付表１０

自立生活援助 付表１１

共同生活援助 付表１２

指定障害者支援施設(施設入所支援) 付表１３

指定特定相談支援事業所 付表１５

指定一般
相談支援
事業所

地域移行支援 付表１４

地域定着支援

指定障害児相談支援事業所 付表１５

【既に指定を受けている場合】事業所番号

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類

指定障害児入所施設 付表１９/２０

付表１６

保育所等訪問支援 付表１８

付表１４

居宅訪問型児童発達支援 付表１７

指定障害
児通所支
援事業所

付表１６

放課後等デイサービス

児童発達支援

(備考)

1

2

3

4

5 「事業の開始予定年月日」欄については、更新の場合にあっては、現に受けている指定の有効期間満了日を記載してくださ
い。

本申請書の表題は、指定の更新の申請の際には「指定更新申請書」に、指定の変更の申請の際には「指定変更申請書」に変
更して使用してください。

「法人等の種類」欄には、「社会福祉法人(社協以外)」、「社会福祉法人(社協)」、「医療法人」、「社団・財団」、「営利法人」、「非
営利法人(ＮＰＯ)」、「農協」、「生協」、「その他法人」、「地方公共団体(都道府県)」、「地方公共団体(市町村)」、「地方公共団体
(広域連合・一部事務組合等)」、「非法人」、「その他」のいずれかを記入してください。

「同一所在地において行う事業等の種類」欄には、今回申請をする事業及び既に指定を受けている事業のそれぞれに「○」を
記載してください。

「【既に指定を受けている場合】事業所番号」欄には、申請を行う都道府県等において既に事業所としての指定を受け、番号が
付番されている場合に、その事業所番号を記載してください。
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様式第１０号（第１４条の３関係）

変更届出書

年 月 日

福井県 知事　様

申請者

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。

指定障害福祉サービス事業所等の指定に係る事項の変更の届出先（以下「指定権者」という。）と指定障害福祉サービス

事業所等の業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出先（以下「監督権者」という。）が同一の自治体であり、かつ、

変更事項が「事業所（施設）の所在地」又は「申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」の場合であって、同事項

に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、監督権者への変更の届出又は届出書への記載については、指定権者

への変更の届出があったことをもって省略させることができることとされているので、その場合には左のチェックボックス（□）

に✓を付してください。なお、当該変更届出を受理した指定権者は、当該変更届出の写しを監督権者へ回付してください。

年 月 日

(備考) 1 変更届の提出に際しては、必要書類を添付してください。

2 「変更があった事項」の「変更の内容」は、変更前と変更後の内容が具体的に分かるように記入してください。

指定障害福祉サービス事業所/指定障害者支援施設

指定障害児通所支援事業所/指定障害児入所施設

指定特定相談支援事業所/指定一般相談支援事業所/指定障害児相談支援事業所

所在地

名称

代表者氏名　

法人番号(13桁)

事業所番号

指定を受けた内容を変更した事業所又は施設

名称

所在地

サービスの種類

変更年月日

変更があった事項（該当に○） 変更の内容

事業所（施設）の名称 （変更前）

事業所（施設）の所在地

事業所（施設）の連絡先（電話番号）

申請者の名称

申請者の主たる事務所の所在地

申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

登記事項証明書又は条例等（当該事業に関するものに限る。）

共生型サービスの該当有無

法人等の種類

事業所（施設）の構造概要・平面図・設備の概要

利用者又は入所者の定員 （変更後）

管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

障害児対象事業の該当有無

利用する障害児の推定数

サービス管理（提供）責任者又は児童発達支援管理責任者の氏
名、生年月日、住所及び経歴

指定地域相談支援の提供に当たる者又は相談支援専門員の氏
名、生年月日、住所及び経歴

運営規程

協力医療機関・協力歯科医療機関の名称・診療科名・契約内容

提携就労支援機関の名称

提供する障害福祉サービス等の種類

その他

第三者委託により提供する障害福祉サービス等の種類等

事業実施形態（事業所の種別等）

従業者の勤務の体制及び勤務形態
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（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 医療法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年４月１日 

      福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第３２号 

   医療法施行細則の一部を改正する規則 

 医療法施行細則（昭和２５年福井県規則第８９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（診療所または助産所の開設届出事項もしくはオンライン診療受診施設の設置

届出事項の変更の届出） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 政令第４条第４項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届

出書によりするものとする。 

⑴ 設置者の住所および氏名（法人にあっては主たる事務所の所在地、名称お

よび代表者の氏名） 

⑵ オンライン診療受診施設の名称 

⑶ オンライン診療受診施設の所在地 

⑷ 変更した事項の内容 

⑸ 変更の理由 

⑹ 変更年月日 

（開設後の届出） 

第７条 （略） 

 

（届出済の証） 

第１０条 法第８条第１項の規定による診療所または助産所の開設届を受理した

ときは、知事は、別記様式第１号による届出済の証を交付する。 

 （休止、廃止または再開の届出） 

第１１条 法第８条の２第２項または第９条第１項の規定による届出は、次に掲

げる事項を記載した届出書によりするものとする。 

⑴ 開設者または設置者の住所および氏名（法人にあっては主たる事務所の所

在地、名称および代表者の氏名） 

⑵ 病院、診療所、助産所またはオンライン診療受診施設の名称 

（診療所または助産所の開設届出事項の変更の届出） 

 

第６条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （開設後の届出） 

第７条 （略） 

 

（届出済の証） 

第１０条 法第８条の規定による診療所または助産所の開設届を受理したときは

、知事は、別記様式第１号による届出済の証を交付する。 

（休止、廃止または再開の届出） 

第１１条 法第８条の２第２項または第９条第１項の規定による届出は、次に掲

げる事項を記載した届出書によりするものとする。 

⑴ 開設者の住所および氏名（法人にあっては主たる事務所の所在地、名称お

よび代表者の氏名） 

⑵ 病院、診療所または助産所の名称 

　───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

⑶ 病院、診療所、助産所またはオンライン診療受診施設の所在地 

⑷・⑸ （略） 

（開設者または設置者の死亡または失踪宣告の届出） 

第１２条 法第９条第２項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出

書によりするものとする。 

⑴ 開設者または設置者の住所および氏名 

⑵ （略） 

⑶ 開設または設置の場所 

⑷ 死亡または失踪宣告の年月 

⑸ 開設者または設置者の戸籍の謄本または抄本 

⑶ 病院、診療所または助産所の所在地 

⑷・⑸ （略） 

（開設者の死亡または失踪
そう

宣告の届出） 

第１２条 法第９条第２項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出

書によりするものとする。 

⑴ 開設者の住所および氏名 

⑵ （略） 

⑶ 開設の場所 

⑷ 死亡または失踪
そう

宣告の年月 

⑸ 開設者の戸籍の謄本または抄本 

   

 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則および福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

      福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第３３号 

   福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則および福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則 

（福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則の一部改正） 

第１条 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則（令和６年福井県規則第４２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （指定医療機関） 

第２条 条例第２条第１号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、次に

掲げる病院であって、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床と同項第５号に規定する一般病床との合計が４００床未

満のものとする。 

 

⑴ 医療法第７条の２第１項第１号または第８号に掲げる者（県を除く。）が

開設する病院 

 ⑵ 独立行政法人国立病院機構が開設する病院 

 ⑶ その他特に薬剤師の確保が必要な医療機関として知事が定める病院 

 （指定医療機関） 

第２条 条例第２条第１号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第７条の２第１項第１号もしくは第８号に掲

げる者（県を除く。）または独立行政法人国立病院機構が開設する医療機関で

あって、同法第７条第２項第４号に規定する療養病床と同項第５号に規定する

一般病床との合計が４００床未満のものとする。 

 

  

（福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則の一部改正） 

第２条 福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則（令和７年福井県規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （指定医療機関） 

第２条 条例第２条第１号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、次に

掲げる医療機関であって、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項

第４号に規定する療養病床と同項第５号に規定する一般病床との合計が４００

床未満のものとする。 

 

⑴ 医療法第７条の２第１項第１号または第８号に掲げる者（県を除く。）が

開設する病院 

 ⑵ 独立行政法人国立病院機構が開設する病院 

 （指定医療機関） 

第２条 条例第２条第１号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第７条の２第１項第１号もしくは第８号に掲

げる者（県を除く。）または独立行政法人国立病院機構が開設する医療機関で

あって、同法第７条第２項第４号に規定する療養病床と同項第５号に規定する

一般病床との合計が４００床未満のものとする。 

　───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則および福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

      福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第３３号 

   福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則および福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則 

（福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則の一部改正） 

第１条 福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則（令和６年福井県規則第４２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （指定医療機関） 

第２条 条例第２条第１号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、次に

掲げる病院であって、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床と同項第５号に規定する一般病床との合計が４００床未

満のものとする。 

 

⑴ 医療法第７条の２第１項第１号または第８号に掲げる者（県を除く。）が

開設する病院 

 ⑵ 独立行政法人国立病院機構が開設する病院 

 ⑶ その他特に薬剤師の確保が必要な医療機関として知事が定める病院 

 （指定医療機関） 

第２条 条例第２条第１号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第７条の２第１項第１号もしくは第８号に掲

げる者（県を除く。）または独立行政法人国立病院機構が開設する医療機関で

あって、同法第７条第２項第４号に規定する療養病床と同項第５号に規定する

一般病床との合計が４００床未満のものとする。 

 

  

（福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則の一部改正） 

第２条 福井県薬剤師確保修学資金貸与条例施行規則（令和７年福井県規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （指定医療機関） 

第２条 条例第２条第１号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、次に

掲げる医療機関であって、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項

第４号に規定する療養病床と同項第５号に規定する一般病床との合計が４００

床未満のものとする。 

 

⑴ 医療法第７条の２第１項第１号または第８号に掲げる者（県を除く。）が

開設する病院 

 ⑵ 独立行政法人国立病院機構が開設する病院 

 （指定医療機関） 

第２条 条例第２条第１号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第７条の２第１項第１号もしくは第８号に掲

げる者（県を除く。）または独立行政法人国立病院機構が開設する医療機関で

あって、同法第７条第２項第４号に規定する療養病床と同項第５号に規定する

一般病床との合計が４００床未満のものとする。 

 ⑶ その他特に薬剤師の確保が必要な医療機関として知事が定める病院 
  

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

　───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

３４
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様式第１号の２（第５条の３関係） 
 

期限付県営住宅の入居期間に関する説明書 

 

建 第    号 

年  月  日 

 

現住所   

氏 名   

 

福井県知事  印 

 

 

下記の期限付県営住宅に係る入居の許可に当たり、福井県営住宅条例第７条の２第４項の規定により、

あらかじめ次のとおり説明します。 

 

１ 期限付県営住宅に係る入居の許可は、福井県営住宅条例第７条の２第８項の規定により許可の期間

が延長される場合を除き、同条第３項の規定により期限付県営住宅に入居することができることと

された期間（以下「期限付入居期間」といいます。）の満了によって、その効力が失われますので、

下記の期限付入居期間の満了する日までに下記の期限付県営住宅を明け渡さなければなりません。 

 

２ 期限付入居期間は、これを変更することができません。ただし、入居者から期限付入居期間の満了

前に明け渡す旨の申出をしたときは、この限りではありません。 

 

３ 期限付入居期間の満了に伴う転居費用は、入居者の負担となります。 

 

記 

  

入居予定の 

期限付県営住宅 

所在地  

住宅番号      団地     号館       号室 

期限付入居期間  入居可能日 から    年   月   日 まで 

 

様式第１号の３（第５条の３関係） 

 

期限付県営住宅の入居期間に関する承諾書 

 

年  月  日 

 

福井県知事  様 

 

申請者 住所           

氏名           

 

 

下記の入居期限付県営住宅に係る入居決定に当たり、次の事項について説明を受け承諾しますので、福

井県営住宅条例第７条の２第５項の規定により、この承諾書を提出します。 

 

１ 期限付県営住宅に係る入居の許可は、福井県営住宅条例第７条の２第８項の規定により許可の期間

が延長される場合を除き、同条第３項の規定により期限付県営住宅に入居することができることと

された期間（以下「期限付入居期間」といいます。）の満了によって、その効力が失われるため、下

記の期限付入居期間の満了する日までに下記の期限付県営住宅を明け渡さなければならないこと。 

 

２ 期限付入居期間は、これを変更することがでないこと。ただし、入居者から期限付入居期間の満了

前に明け渡す旨の申出をしたときは、この限りではないこと。 

 

３ 期限付入居期間の満了に伴う転居費用は、入居者の負担となること。 

 

記 

  

入居予定の 

期限付県営住宅 

所在地  

住宅番号      団地     号館       号室 

期限付入居期間  入居可能日 から    年   月   日 まで 
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様式第１号の５（第５条の４関係） 

 

期限付入居期間延長申出書 

 

福井県知事  様 

 

申請者 住所   

氏名   

電話番号   

 

 

住宅の明渡しが期限付入居期限の満了までにできないので、福井県営住宅条例施行規則第５条の４第２

項の規定により、下記のとおり期限付入居期間の延長を申し出ます。 

 

記 

 

１ 住宅番号                団地    号館    号室 

２ 現在の期限付入居期間       年  月  日 から    年  月  日 まで 

３ 延長を申し出る期間        年  月  日 から    年  月  日 まで 

４ 延長を申し出る理由   ・現在の期限付入居期間の満了時において、同居している子のうち最も年

齢の低い子が１８歳に達していないため 

              ・その他（                           ） 

５ 申請者および同居者 

続 柄 氏 名 年 齢 生年月日 

本人    

    

    

    

    

（添付書類） 

申請者および同居者の住民票の写し等 

申請者および同居者の所得の額を証する書類（課税証明書等） 

その他、延長を申し出る理由を証する書類 

様式第１号の４（第５条の３関係） 

 

 

期限付県営住宅の入居期間満了通知書 

 

建 第     号 

年  月  日 

 

県営住宅   団地  号館  号室 

 

                様 

 

福井県知事  印 

 

 

福井県営住宅条例第７条の２第７項の規定により、あなたが入居している下記の期限付県営住宅に係る

入居の許可について、下記の期限付入居期間の満了する日をもって期限付入居期間が満了し、その効力が

失われますので、当該期限付入居期間の満了する日までに住宅を明け渡してください。 

なお、福井県営住宅条例第７条の２第８項の規定により、条件を満たせば、期限付入居期間の延長を申

し出ることにより、期限付許可期間の延長が認められる場合があります。 

 

記 

 

入居している 

期限付県営住宅 

所在地  

住宅番号      団地     号館       号室 

期限付入居期間     年   月   日 から    年   月   日 まで 
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様式第１号の６（第５条の４関係） 

 

期限付入居期間延長決定通知書 

  

建 第     号 

年  月  日 

 

県営住宅   団地  号館  号室 

 

                様 

 

福井県知事  印 

 

 

先に申出のあった期限付入居期間の延長について審査した結果、下記のとおり決定したので、福井県営

住宅条例施行規則第５条の４第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 審査結果           期限付入居期間を延長します。 

２ 現在の入居有効期間          年  月  日 から    年  月  日 まで 

３ 延長後の入居有効期間         年  月  日 から    年  月  日 まで 

４ 留意事項 

 

様式第２号（第６条、第３０条関係） 
 (表) 

入 居 請 書 
年  月  日 

 福井県知事 様 
                                                         フリガナ 

入居決定者 住所 
                                                                                                                フリガナ 

氏名 

印鑑 
  

   
次の県営住宅への入居については、裏面に記載の条件を誠実に遵守し、入居者としての義務を履行する

ことをお請けしますので、連帯保証人と連署の上、福井県営住宅条例第９条第１項（第３４条において準

用する場合を含む。）の規定により、次のとおり請書を提出します。 
連帯保証人に対する履行の請求は、入居決定者に対しても、その効力を生ずるものとします。 

団 地 名   
１月当たりの家賃 

円 
  

ただし、次年度以降の家賃の額は、

収入の状況等に応じて毎年度算定され

る額とする。 

所 在 地   

住 宅 番 号 区    館    号 

 
年  月  日 

 福井県知事 様 
 

上記の入居決定者の県営住宅への入居に当たり、その者の入居に係る一切の債務について連帯して

保証する責めに任じます。 
福井県営住宅条例施行規則第７条第１項第１号による場合（（注）２⑴～⑶を添付） 

 

連 帯 
 

保証人 

住

所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

印鑑 
極 度 額  円 

 
電 話 番 号  

氏

名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

㊞ 

入居決定者

と の 関 係 円 

 
勤 務 先   

連 帯 
 

保証人 

住

所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

印鑑 
極 度 額 円 

 
電 話 番 号  

氏

名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

㊞ 

入居決定者

と の 関 係 円 

 
勤 務 先  

福井県営住宅条例施行規則第７条第１項第２号による場合（（注）２⑴および⑷を添付） 
 

指定保証 
業者名  

（注）１ 印鑑は、市区町村長の証明があるものを使用してください。 
２ 次の書類を添付してください。 
⑴ 入居決定者の印鑑の証明書 
⑵ 連帯保証人の印鑑の証明書 
⑶ 連帯保証人の所得の額を証する書類 
⑷ 保証委託契約を締結したことを証する書面の写し 

３ 電話番号は、固定電話と携帯電話をお持ちの場合は両方を記入してください。 
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(裏) 

 
 
１ 福井県営住宅条例第１１条第１項（第３４条において準用する場合を含む。）の規定より、毎年７月

３１日までに収入に関する申告を行うこと。 
 
２ 収入の状況等に応じて毎年度定め直す家賃を承認すること。 
 
３ 公営住宅法第３６条の規定に基づき県営住宅の建替事業を施行するときまたは同法第３２条第１項の

規定に基づき知事が明渡しを命じたときは、速やかに入居している県営住宅を明け渡すこと。 
 また、入居者または同居者が暴力団員であることが判明したときは、速やかに入居している県営住宅

を明け渡すこと。 
 
４ 期限付県営住宅に入居する場合は、福井県営住宅条例第７条の２第８項の規定により許可の期間が延

長される場合を除き、福井県営住宅条例第７条の２第３項の規定に期限付入居期間の満了する日までに、

期限付県営住宅を明け渡すこと。 
 
５ 電気、ガス、水道および下水道の使用料、汚物およびじんかいの処理に要する費用ならびに共同施設

の管理に要する費用は、入居者が負担すること。 
 なお、畳の表替え、ガラスの取替え、ふすまおよび障子の張替えその他の建具の軽微な修繕に要する

費用および給水栓、点滅器その他県営住宅および共同施設の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に

要する費用については、原則として入居者が負担すること。 
 
６ 県営住宅を退去するときは、承認を受けて行った模様替え、増築等による造作物を入居者の責任にお

いて処分し、入居当初の状態に回復すること。 
 
７ その他福井県営住宅条例および福井県営住宅条例施行規則に定める事項を遵守するとともに、県営住

宅監理員の指示に従うこと。 

様式第２号の２（第６条、第８条関係） 

 

緊急連絡先届出書 

  

年  月  日 

 

福井県知事 様 

 

届出者 住所   

氏名   

 

 

緊急連絡先について、福井県営住宅条例施行規則第６条の規定により、届け出ます。 

 

 

記 

 
 

緊
急
連
絡
先 

住所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
生年 

月日 
年  月  日 

 

届出者との関係  

連絡先 

日中に連絡の 

取れる電話番号 

連絡先① 連絡先② 

  

（注）１ 緊急連絡先となる方に事前に説明をした上で、この届出書を提出すること。 

（届出があった場合、県（指定管理者）から緊急連絡先に確認の連絡を行う。） 

２ 緊急連絡先の変更が必要な場合は、速やかに新たな緊急連絡先を届け出ること。 

３ 県（指定管理者）から緊急連絡先に連絡をする場合は以下のような例による。 

 ・災害や急病等による入居申込者の安否確認の際に立会が必要な場合 

 ・入居申込者と連絡が取れない場合 

 ・日常生活において第三者の仲裁、協力が必要な場合 
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様式第３号（第８条、第３０条関係） 
 

連帯保証人変更承認申請書 
年  月  日 

 福井県知事 様 
申請者 氏  名 
    電話番号 

 
 第１項  
連帯保証人を変更したいので、福井県営住宅条例施行規則第８条 第３０条において 

第２項   
   
準用する場合を含む。 の規定により、次のとおり申請します。 

   
 

団地名  所在地  住 宅 
番 号 区  館  号 

変更する理由  

変更前 変更後 

福井県営住宅条例施行規則第７条第１項第１号に

よる場合 
福井県営住宅条例施行規則第７条第１項第１号に

よる場合（（注）２⑴および⑵を添付） 
 

連
帯
保
証
人 

住 所 
ﾌﾘｶﾞﾅ  

連
帯
保
証
人 

住 所 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

    

 
氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

    

    電話番号  

    入 居 者 
との関係  

    勤 務 先  

福井県営住宅条例施行規則第７条第１項第２号に

よる場合 
福井県営住宅条例施行規則第７条第１項第２号に

よる場合（（注）２⑶を添付） 

 指 定 保 証 
業 者 名   指 定 保 証 

業 者 名  

（以下は指定保証業者に変更する場合は記入不要です） 
年  月  日 

 福井県知事 様 
フリガナ 

変更後の   住所 
連帯保証人  フリガナ 

氏名 

印鑑 
  

 
 上記の入居者の入居に係る一切の債務について連帯して保証する責めに任じます。また、既発生債務が

ある場合、これを引き受け、連帯して保証する責めに任じます。 

極度額  
円 

（注）１ 印鑑は、市区町村長の証明があるものを使用してください。 
２ 次の書類を添付してください。 
⑴ 変更後の連帯保証人の印鑑の証明書 
⑵ 変更後の連帯保証人の所得の額を証する書類 
⑶ 保証委託契約を締結したことを証する書面の写し 

３ 電話番号は、固定電話と携帯電話をお持ちの場合は両方を記入してください。 

様式第４号（第８条、第３０条関係） 
 

連帯保証人住所等変更届 
 

年  月  日 
 
 福井県知事 様 
 

届出者 氏  名 
    電話番号 

 
 住所  
連帯保証人の に変更があったので、福井県営住宅条例施行規則第８条第６項（第３０条 

氏名   
 
において準用する同規則第８条第６項）の規定により、次のとおり申請します。 
 

 
 

団地名  所在地  住 宅 
番 号 区  館  号 

変 
 
更 
 
後 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 
電話番号 

 

氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
印

鑑   

変

更

前 

住 所  

氏 名  

（注） 住民票の写しその他変更を証する書類(氏名に変更があったきは、変更後の印鑑証明書)を添付し

てください。 
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様式第４号の２（第８条関係） 

 

緊急連絡先変更届出書 

  

年  月  日 

 

福井県知事 様 

 

届出者 住所   

氏名   

 

 

緊急連絡先に変更があったので、福井県営住宅条例施行規則第８条第７項の規定により、届け出ます。 

 

記 

 

団地名  所在地  住宅 
番号 区  館  号 

緊
急
連
絡
先 

変
更
前 

住所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 生年 

月日 
年  月  日 

 

変
更
後 

住所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 生年 

月日 
年  月  日 

 

入居者との関係  

連絡先 

日中に連絡の 

取れる電話番号 

連絡先① 連絡先② 

  

（注）１ 新たに緊急連絡先となる方に事前に説明をしたうえで、届出書を提出すること。 

（届出書の受領後、県（指定管理者）から緊急連絡先に確認の連絡を行う） 

２ 緊急連絡先の変更が必要な場合は、速やかに新たな緊急連絡先を届け出ること。 

３ 県（指定管理者）から緊急連絡先に連絡をする場合は以下のような例による。 

 ・災害や急病等による入居申込者の安否確認の際に立会が必要な場合 

 ・入居申込者と連絡が取れない場合 

 ・日常生活において第三者の仲裁、協力が必要な場合 
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様式第２０号（第３１条関係） 

 

駐車場使用許可申請書 

 

    年  月  日 

 

  福井県知事 様 

 

申請者 住所   

氏名   

 

 

県営住宅の駐車場を使用したいので、福井県営住宅条例第３６条の規定により、次のとおり申請し

ます。 

 なお、申請した車両の自動車検査証が有効であることを誓約いたします。 

駐車させる自動車

の 台 数 
台 

駐車させる自動車 

自動車登録番号 使 用 者 氏 名 
申 請 者

と の 関 係 
区画 

自動車検査証 

有効期限(※) 

      
    年 

 月  日 

      
    年 

 月  日 

      
    年 

 月  日 

      
    年 

 月  日 

使用開始希望日        年    月    日 

備 考 

（※）自動車検査証の有効期限について、誓約に反していた場合は、使用許可が

取消となることに異論ありません。 

 

駐 車 場 

管 理 組 合 

確 認 印 

 

（注） 自動車検査証の写しを添付してください。 
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訓　　　　　令
福井県訓令第７号

　　　　　　　　　　　　庁中一般
　副部長の掌理する事務を定める規程を次のように定める。
　　令和８年４月１日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
　　　副部長の掌理する事務を定める規程
　福井県行政組織規則（昭和３９年福井県規則第２１号）第２０２条第１項に規定する副
部長のうち次の表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を掌理する。

部 補職名 掌理する事務

総
務
部

副部長 １　総務部政策推進グループの所管に属する事務
２　総務部の所管に属する事務のうち、副部長（広報広

聴）または副部長（税制）の掌理する事務以外のもの
３　前２号に掲げるもののほか、総務部内の複数の課に

関連する事務
副部長（広報広聴） 広報広聴課の所管に属する事務

副部長（税制） 税務課の所管に属する事務

未
来
創
造
部

副部長 １　未来創造部の所管に属する事務のうち、副部長（未
来戦略）、副部長（ＤＸ推進）、副部長（新幹線建設推
進）または副部長（まちづくり）の掌理する事務以外
のもの

２　前号に掲げるもののほか、未来創造部内の複数の課
に関連する事務

副部長（未来戦略） 未来戦略課の所管に属する事務
副部長（ＤＸ推進） ＤＸ推進課の所管に属する事務
副部長（新幹線建設
推進）

新幹線建設推進課の所管に属する事務

副部長（まちづくり） 未来創造部の所管に属するまちづくりの技術に関する事
務
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防
災
安
全
部

副部長 １　防災安全部政策推進グループの所管に属する事務
２　防災安全部の所管に属する事務のうち、副部長（県

民安全）、副部長（防災）、副部長（原子力安全対策）
または副部長（原子力行政）の掌理する事務以外のも
の

３　前２号に掲げるもののほか、防災安全部内の複数の
課に関連する事務

副部長（県民安全） 県民安全課の所管に属する事務
副部長（防災） 防災安全部の所管に属する防災に係る技術に関する事務
副部長（原子力安全
対策）

原子力安全対策課の所管に属する技術に関する事務

副部長（原子力行政） 原子力安全対策課の所管に属する事務

交
流
文
化
部

副部長 １　交流文化部政策推進グループの所管に属する事務
２　交流文化部の所管に属する事務のうち、副部長（ブ

ランドビジネス）、副部長（観光政策）、副部長（イン
バウンド推進）または副部長（スポーツ）の掌理する
事務以外のもの

３　前２号に掲げるもののほか、交流文化部内の複数の
課に関連する事務

副部長（ブランドビ
ジネス）

交流文化部の所管に属するブランドビジネスに関する事
務

副部長（観光政策） 観光政策課の所管に属する事務
副部長（インバウン
ド推進）

交流文化部の所管に属するインバウンド推進に関する事
務

副部長（スポーツ） スポーツ課の所管に属する事務

エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部

副部長 １　エネルギー環境部政策推進グループの所管に属する
事務

２　前号に掲げるもののほか、エネルギー環境部内の複
数の課に関連する事務

健
康
福
祉
部

副部長 １　健康福祉部政策推進グループの所管に属する事務
２　健康福祉部の所管に属する事務のうち、副部長（障

がい福祉）または副部長（こども未来）の掌理する事
務以外のもの

３　前２号に掲げるもののほか、健康福祉部内の複数の
課に関連する事務

副部長（障がい福祉） 障がい福祉課の所管に属する事務
副部長（こども未来） こども未来課の所管に属する事務

産
業
労
働
部

副部長 １　産業労働部政策推進グループの所管に属する事務
２　産業労働部の所管に属する事務のうち、副部長（経

営改革）、副部長（労働政策）、副部長（産業立地）、
副部長（商業・市場開拓）または副部長（工業技術）
の掌理する事務以外のもの

３　前２号に掲げるもののほか、産業労働部内の複数の
課に関連する事務

副部長（経営改革） 経営改革課の所管に属する事務

副部長（労働政策） 労働政策課の所管に属する事務
副部長（産業立地） 成長産業立地課の所管に属する事務
副部長（商業・市場
開拓）

商業・市場開拓課の所管に属する事務

副部長（工業技術） 工業技術センターの所管に属する技術に関する事務

農
林
水
産
部

副部長 １　農林水産部政策推進グループの所管に属する事務
２　農林水産部の所管に属する事務のうち、副部長（技

術）、副部長（福井米戦略）、副部長（農村振興・防災
）、副部長（水産）または副部長（林業）の掌理する
事務以外のもの

３　前２号に掲げるもののほか、農林水産部内の複数の
課に関連する事務

副部長（技術） 農林水産部の所管に属する技術に関する事務のうち、副
部長（福井米戦略）、副部長（農村振興・防災）、副部長

（水産）または副部長（林業）の掌理する事務以外のもの
副部長（福井米戦略） 福井米戦略課の所管に属する技術に関する事務
副 部 長（ 農 村 振 興・
防災）

農村振興課の所管に属する技術に関する事務および農林
水産部の所管に属する防災に関する事務

副部長（水産） 水産課の所管に属する技術に関する事務
副部長（林業） 農林水産部の所管に属する森林および林業の技術に関す

る事務

土
木
部

副部長 １　土木部政策推進グループの所管に属する事務
２　土木部の所管に属する事務のうち、副部長（技術）、

副部長（建設ＤＸ）、副部長（防災・特定事業）また
は副部長（建築）の掌理する事務以外のもの

３　前２号に掲げるもののほか、土木部内の複数の課に
関連する事務

副部長（技術） 土木部の所管に属する技術に関する事務のうち、副部長
（建設ＤＸ）、副部長（防災・特定事業）または副部長（
建築）の掌理する事務以外のもの

副部長（建設ＤＸ） 土木部の所管に属する建設ＤＸに係る技術に関する事務
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副部長（防災・特定
事業）

土木部の所管に属する防災および特定事業に関する事務

副部長（建築） 建築住宅課の所管に属する技術に関する事務

　　　附　則
１　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
２　副部長の掌理する事務を定める規程（令和７年福井県訓令第１５号）は、廃止する。

　──────────────────────────────────────
福井県訓令第８号

　　　　　　　　　　　　庁中一般
　　　　　　　　　　　　各出先機関
　　　　　　　　　　　　労働委員会事務局
　辞令の特例に関する訓令を次のように定める。

令和８年４月１日
福井県知事　石田　嵩人

１　この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者について特に発令がないと
きは、それぞれ同表の右欄に掲げる職を発令したものとみなす。

広野・桝谷ダム統
合管理事務所長

広野・桝谷・吉野
瀬川ダム統合管
理事務所長

２　この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる所属の主任を命ぜられている者または
当該所属に勤務を命ぜられている者について特に発令がないときは、それぞれ同表の右
欄に掲げる所属の主任を命ぜられ、または当該所属に勤務を命ぜられたものとみなす。

農林水産部農地保
全整備課

農林水産部農地
整備課

附　則
この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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